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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月23日に提出いたしました第144期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

　第一部　企業情報

　　第５　経理の状況　

　　　２　財務諸表等

　　　　（１）財務諸表

　　　　　　　注記事項

　　　　　　　６　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　　　　　　　（表示方法の変更）

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部　【企業情報】

　第５　【経理の状況】

　　２　【財務諸表等】

　　　　（１）【財務諸表】

　　　　　　　【注記事項】

　　　　　　　６　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　　　　　　　（表示方法の変更）

 
（訂正前）

（表示方法の変更）

　該当事項はありません。

 
（訂正後）

（表示方法の変更）

　以下の事項について、記載を省略しております。

　財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略して

おります。
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